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１．工事発注段階

①入札関係図書の作成 ×  ※注1

①特記仕様書の作成

　・ 施工計画の素案作成 ○

　・ 施工計画の決定 ×

　・ 工程表の素案作成 ○

　・ 工程表の決定 ×

　・ 契約単価項目の素案作成 ○

　・ 契約単価項目の決定 ×

　・ 割掛単価項目の素案作成 ○

　・ 割掛単価項目の決定 ×

　・ 特記仕様書の素案作成 ○

　・ 特記仕様書の決定 ×

②設計数量の算出

　・ 設計成果品の確認及び集計、設計数量の素案作成 ○

　・ 設計数量の決定 ×

③設計図面の作成

　・ 設計成果品の確認及び編集、設計図面の素案作成 ○

　・ 設計図面の決定 ×

④割掛対象表・内訳表の作成

　・ 割掛単価項目の対象項目（割掛先）、割掛数量の素案作成 ○

　・ 割掛単価項目の対象項目（割掛先）の決定、割掛数量の決定 ×

1-2．設計金額の算定　（積算システムによる積算実行）

（１）積算根拠の作成

　・ 資産区分の決定 ×

　・ 資産区分による数量の集計 ○

　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　・ 積算システムへのインプットデータリストの作成 ○

（２）積算実行

　・ 設計書番号・工事件名の入力及び設計書参照可能者の設定 ×

　・ 工事概要の決定 ×

　・ 諸経費区分の決定 ×

　・ インプットデータの入力 ○

（３）設計金額の算定

　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ×

　・ インプットデータリストの修正指示 ×

　・ インプットデータの修正入力 ○

　・ 設計単価の決定 ×

　・ 諸経費の決定 ×

　・ 設計金額の決定 ×

1-3．設計書作成

　・ 設計書の作成 ×

　・ 設計書の決定 ×

　・ 低入札価格調査基準の設定 ×

２．契約締結

2-1．低入札価格調査の実施 ×

2-2．契約単価の決定 ×

※注1：「入札関係図書」とは、入札公告、入札説明書、入札指示書及び技術関係資料作成要領をいう

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

実施の
可否

施工管理業務内容　別表－１（土木関係 1/6）

業務項目 補足

1-1．入札公告

（１）入札関係図書の作成

（２）設計図書の作成



３．工事管理

3-1．コスト管理

（１）工事内容に係る変更

　・ 工事内容に係る変更の判断 ×

　・ 新単価となる契約項目の素案作成 ○

　・ 変更及び追加特記仕様書の素案作成 ○

　・ 変更及び追加する設計数量の集計 ○

　・ 変更及び追加する設計図面の編集 ○

　・ 新単価に係る概算単価の算定 ○

　・ 工事変更指示書及び工法変更簿の作成 ○

　・ 工事変更指示書及び工法変更簿の決定 × 新単価となる契約単価項目、変更及び追加特記仕様書、設計図面の決定を含む

　・ 工事変更に係る、工事受注者への指示 ×

（２）新単価及び変更単価の決定　（積算システムによる積算実行）

①積算根拠の作成

　・ 資産に係る数量算出区分の決定 ×

　・ 数量算出区分による数量の集計 ○

　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○ 変更数量に係るデータ・リストの作成を含む

②積算実行

　・ インプットデータの入力 ○ 変更数量の入力を含む

③設計単価の算定

　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ○  ※注2

　・ インプットデータリストの修正指示 ×

　・ インプットデータの修正入力 ○

　・ 新単価（変更単価）に係る、設計単価の決定 × 変更数量の決定も含む

④契約単価の決定

　・ 新単価（変更単価）に係る、工事受注者との単価協議への出席 ○

　・ 新単価（変更単価）に係る、契約単価の決定 ×

　・ 契約単価の積算システムへの入力 ○  ※注2

（３）諸経費に係る変更　（積算システムによる算定）

①契約変更における諸経費の決定

　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ○

　・ 諸経費に係る、設計単価の決定 ×

　・ 諸経費に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　・ 諸経費に係る、契約単価の決定 ×

　・ 契約単価の積算システムへの入力 ○  ※注2

（４）工事の一時中止に伴う変更

①一時中止に係る指示及び解除

　・ 一時中止に係る通知 ×

　・ 中止期間中の現場管理体制等の協議 ×

　・ 一時中止に伴う基本計画書の確認 ○

　・ 一時中止の解除に係る通知 ×

②一時中止に伴う増加費用の決定

　・ 一時中止に伴う増加費用の算定に係る資料の作成 ○

　・ 一時中止に伴う増加費用に係る、設計単価の決定 ×

　・ 一時中止に伴う増加費用に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　・ 一時中止に伴う増加費用に係る、契約単価の決定 ×

　・ 契約単価の積算システムへの入力 ○  ※注2

※注2：工事等積算システムを機能改良するまでの間は、発注者が実施する

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

実施の
可否

施工管理業務内容　別表－１（土木関係 2/6）

業務項目 補足

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。



（５）スライド条項の適用に係る変更

①スライドの請求

　・ 概算の残工事量の算定 ○

　・ 概算の修正単価の算定 ○

　・ スライド額の試算 ○

　・ スライドの請求 ×

②スライド額の決定　（積算システムによる算定）

　・ 残工事量の算定 ○

　・ 残工事量に係る、工事受注者との確認 ×

　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○

　・ インプットデータの入力 ○

　・ スライド額の計算実行 ○

　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ○

　・ インプットデータリストの修正指示 ×

　・ インプットデータの修正入力 ○

　・ スライド額に係る、設計金額の決定 ×

　・ スライド額に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　・ スライド額に係る、契約単価の決定 ×

　・ 契約単価の積算システムへの入力 ○  ※注2

（６）工期変更

①事前協議

　・ 工期変更に係る、工事受注者との事前協議への出席 ○

　・ 工期変更協議の対象に係る決定 ×

　・ 工期変更協議の対象に係る、工事受注者への通知（工事変更指示書） ×

②工期変更日数の決定

　・ 工期変更日数の算定に係る資料の作成 ○

　・ 工期変更に係る、発注者としての変更日数の決定 ×

　・ 工期変更に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　・ 工期変更に係る、変更日数の決定 ×

　・ 変更日数の積算システムへの入力 ○  ※注2

（７）．設計変更

　・ 変更及び追加特記仕様書の編集 ○

　・ 変更設計図の編集 ○

　・ 変更及び追加する設計数量の集計 ○

　・ 新単価の集計 ○

　・ 最終数量の積算システムへの入力 ○

　・ 変更単価表の作成 ○

　・ 改訂単価表の作成 ○

　・ 変更設計額調書及び設計変更概要書の作成 ○

　・ 変更設計書の作成 ○

　・ 設計変更の決定 ×

3-2．安全管理

（１）安全指導・指示

　・ 現場及び書類における、施工上の過誤や安全な施工方法の確認 ○ 安全パトロールへの参加を含む

　・ 安全作業に係る監視 ○

　・ 施工方法、作業方法、安全措置に係る違反の是正指示 ○

（２）工事中事故報告

　・ 事故発生に伴う外部機関（労基署、報道機関等）への対応 ×

　・ 再発防止計画書の確認 ○

（３）災害防止への協力

　・ 監督員の請求による措置 ○

3-3．工程管理

（１）履行報告に係る確認

　・ 工程表に係る確認 ○

　・ 技術提案に係る履行状況の確認 ○

　・ 工事の進捗に係る確認 ○

※注2：工事等積算システムを機能改良するまでの間は、発注者が実施する

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

業務項目 補足
実施の
可否

施工管理業務内容　別表－１（土木関係 3/6）



3-4．基準管理

（１）工事請負契約書第18条及び19条に係る確認及び指示 ×

①土工

　・ 発破掘削時の仕上げ面を超えた場合の対応方法に係る確認 ×

　・ 路床及び地盤支持力に係る確認 ×

　・ 構造物掘削の床付面の確認 ×

②軟弱地盤処理工

　・ 載荷盛土取除き開始時期の指示 ×

③のり面工

　・ 生育不良等に係る調査及び判定 ×

④基礎杭及びケーソン工

　・ 支持地盤の決定 ×

　・ 場所打ちコンクリート杭の検尺（検査） ×

　・ 刃口用くつの据付け地盤に係る検査 ×

⑤コンクリート構造物工

　・ ＪＩＳ表示認証工場以外の工場使用に係る判断 ×

　・ レディーミクストコンクリートの使用に係る確認結果の通知 ×

　・ 現場プラントコンクリートの使用に係る確認結果の通知 ×

⑥トンネル工

　・ 支保構造の変更に係る指示 ×

　・ トンネル掘削方法の変更に係る確認 ×

　・ トンネル掘削断面の変位収束に係る認定 ×

⑦造園工

　・ 樹木類の枯死又は形姿不良の判定 ×

3-5．施工管理

（１）施工状況の確認及び検査・立会

　・ 工事施工に係る状況確認及び検査・立会 ○ 適用すべき諸基準による

①プレストレストコンクリート構造物工

　・ 詳細設計に係る完了検査 × 5-2．しゅん功検査に準ずる

　・ コンクリート打設前のＰＣ鋼材、シース、定着具等に係る検査 ○

　・ コンクリート強度が所定の値以下での緊張作業理由の確認 ○

②鋼構造物工

　・ 詳細設計に係る完了検査 × 5-2．しゅん功検査に準ずる

（２）数量の検測

　・ 設計数量または仕上り数量の検測 ○

（３）施工計画書（変更を含む）

①施工計画書

　・ 共通仕様書、施工管理要領、特記仕様書に基づく施工計画書の確認 ○

　・ 施工計画書の承諾 ×

②施工計画書の記載内容に係る確認

　・ 共通仕様書、施工管理要領、特記仕様書に基づく施工計画書への記載内容に係る確認 ○

（４）現場測量

　・ 各種測量に係る確認及び立会 ○

3-6．品質管理

（１）立会

　・ 品質管理試験への立会 ○ 適用すべき諸基準による

（２）工事用材料

　・ 工事材料及び製品の確認 ○ 適用すべき諸基準による

　・ 工事材料及び製品に係る確認結果の通知 × 適用すべき諸基準による

　・ 工事材料及び製品の性能及び品質の確認 ○ 適用すべき諸基準による

（３）支給材料及び貸与品

　・ 支給材料及び貸与品に係る立会・確認 ○

　・ 支給材料及び貸与品の返還に係る立会・確認 ○

（４）品質管理巡回指導

　・ 品質管理巡回指導への参加 ○

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

業務項目 補足
実施の
可否

施工管理業務内容　別表－１（土木関係 4/6）



3-7．その他の工事管理

（１）関係官公署等との協議・交渉

①関係官公署及び関係会社

　・ 関係官公署及び関係会社への手続きの実施 ○

②土木工事共通仕様書1-11の規定に基づく地元関係者との交渉等

　・ 工事にかかる地元関係者との交渉・協議・苦情対応 ×

　・ 工事受注者からの地元関係者との交渉に先立つ事前報告 ×

　・ 工事受注者からの地元関係者との交渉に係る指示 ×

　・ 工事受注者からの第三者からの環境問題に係る苦情への対応 ×

③発注者が実施する地元関係者との協議等

　・ 工事にかかる地元関係者との交渉・協議・苦情対応 ×

  ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応に必要となる資料の作成 ○

  ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応への同行・参加 ○

  ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応の記録の作成 ○

（２）作業日

　・ 休日作業に係る確認結果の通知 ×

（３）工事の下請負

①施工体制台帳

　・ 施工体制台帳の確認（変更を含む） ○

　・ 施工体系図及び技術者台帳の確認（変更を含む） ○

②施工体制点検

　・ 施工体制点検の実施 × 適正化法等による点検 ※注3

（４）技術業務

①初期点検

　・ 工事受注者が実施する初期点検に係る業務 ×

②設計・施工技術検討会議

　・ 検討会議への参加 ○

（５）契約不適合

　・ 欠陥に係る調査の指示 ×

　・ 契約不適合に伴う改造・修補に係る指示 ×

４．検査

4-1．出来形部分検査

　・ 出来形部分検査の実施 ×

　・ 出来形部分検査への立会 ○

　・ 出来形部分検査に係る、検査調書の作成 ×

　・ 出来高数量の積算システムへの入力 ○

4-2．品質管理中間検査

　・ 品質管理中間検査に係る、工事受注者への通知 ×

　・ 品質管理中間検査の実施 ×

　・ 品質管理中間検査への立会 ○

　・ 品質管理中間検査に係る、検査調書の作成 ×

4-3．部分使用検査

　・ 部分使用検査に係る、工事受注者への通知（請求） ×

　・ 部分使用検査の実施 ×

　・ 部分使用検査への立会 ○

　・ 部分使用検査に係る、検査調書の作成 ×

　・ 部分使用に係る、工事受注者への協議 ×

4-4．しゅん功検査（一部しゅん功検査）

　・ 工事しゅん功届の提出要件に係る確認 ○

　・ しゅん功検査に係る、工事受注者への通知 ×

　・ しゅん功検査の実施 ×

　・ しゅん功検査への立会 ○

　・ しゅん功検査に係る、検査調書の作成 ×

　・ しゅん功検査に係る、工事受注者への結果通知 ×

4-5．機能使用検査

　・ 機能使用検査に係る、工事受注者への通知 ×

　・ 機能使用に係る立会検査 ○

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

※注3：「適正化法等による点検」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年11月27日法律第127号）及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図る
ための措置に関する指針」（平成13年3月9日閣議決定)の主旨に基づく点検をいう

業務項目 補足
実施の
可否

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

施工管理業務内容　別表－１（土木関係 5/6）



５．成績評定

5-1．中間評定

　・ 中間評定表の作成 ×

5-2．しゅん功評定

　・ しゅん功評定表の作成 ×

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

施工管理業務内容　別表－１（土木関係 6/6）

業務項目
実施の
可否

補足



業務項目
実施の
可否

補足

１．工事発注段階

1-1．入札公告

（１）入札関係図書の作成

　①入札関係図書の作成 ×  ※注1

（２）設計図書の作成

　①特記仕様書の作成

　　・ 施工計画の素案作成 ○

　　・ 施工計画の立案 ×
　　・ 工程表の素案作成 ○

　　・ 工程表の作成 ×
　　・ 特記仕様書の素案作成 ○

　　・ 特記仕様書の決定 ×
②設計数量の算出

　　・ 設計成果品の確認及び集計、設計数量の素案作成 ○

　　・ 設計数量の決定 ×
③設計図面の作成

　　・ 設計成果品の確認及び編集、設計図面の素案作成 ○

　　・ 設計図面の決定 ×

1-2．設計金額の算定　（積算システムによる積算実行）

（１）積算根拠の作成

　　・ 資産区分の決定 ×
　　・ 資産区分による数量の集計 ○

　　・ 見積もりに必要な資料の収集、素案作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータリストの作成 ○

（２）積算実行

　　・ 設計書番号・工事件名の入力及び設計書参照可能者の設定 ×
　　・ 工事概要の決定 ×
　　・ 諸経費区分の決定 ×
　　・ インプットデータの入力 ○

（３）設計金額の算定

　　・ 積算システムからのアウトプット・データの確認 ×
　　・ インプットデータリストの修正指示 ×
　　・ インプットデータの修正入力 ○

　　・ 設計金額の決定 ×

1-3．設計書作成

　　・ 設計書の作成 ×
　　・ 設計書の決定 ×
　　・ 低入札価格調査基準の設定 ×

２．契約締結

2-1．低入札価格調査の実施 ×
2-2．契約金額の決定 ×

※注1：「入札関係図書」とは、入札公告、入札説明書、入札指示書及び技術関係資料作成要領をいう

施工管理業務内容　別表－２（建築関係 1/5）

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。



業務項目
実施の
可否

補足

3．工事管理

3-1．コスト管理

　（１）工事内容に係る変更

　　・ 工事内容に係る変更の判断 ×
　　・ 変更及び追加する特記仕様書の素案作成 ○

　　・ 変更及び追加する設計数量の集計 ○

　　・ 変更及び追加する設計図面の編集 ○

　　・ 変更及び追加する内容に係る概算金額の算定 ○

　　・ 工事変更指示書及び工法変更簿の作成 ○

　　・ 工事変更指示書及び工法変更簿の決定 × 変更及び追加特記仕様書、設計図面の決定を含む

　　・ 工事変更に係る、工事受注者への指示 ×
　（２）工事の一時中止に伴う変更

　①一時中止に係る指示及び解除

　　・ 一時中止に係る通知 ×
　　・ 中止期間中の現場管理体制等の協議 ×
　　・ 一時中止に伴う基本計画書の確認 ○

　　・ 一時中止の解除に係る通知 ×
　②一時中止に伴う増加費用の決定

　　・ 一時中止に伴う増加費用の算定に係る資料の作成 ○

　　・ 一時中止に伴う増加費用に係る、設計単価の決定 ×
　　・ 一時中止に伴う増加費用に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　　・ 一時中止に伴う増加費用の決定 ×
　（３）スライド条項の適用に係る変更

　①スライドの請求

　　・ 概算の残工事量の算定 ○

　　・ スライド額の試算 ○

　　・ スライドの請求 ×
　②スライド額の決定　（積算システムによる算定）

　　・ 残工事量の算定 ○

　　・ 残工事量に係る、工事受注者との確認 ×
　　・ 見積もりに必要な資料の収集、素案作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○

　　・ インプット・データの入力 ○

　　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ○  ※注2

　　・ インプットデータリストの修正指示 ×
　　・ インプットデータの修正入力 ○

　　・ スライド額に係る、設計金額の決定 ×
　　・ スライド額に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　　・ スライド額の決定 ×
　（４）工期変更

　①事前協議

　　・ 工期変更に係る、工事受注者との事前協議への出席 ○
　　・ 工期変更協議の対象に係る決定 ×
　　・ 工期変更協議の対象に係る、工事受注者への通知（工事変更指示書） ×
　②工期変更日数の決定

　　・ 工期変更日数の算定に係る資料の作成 ○

　　・ 工期変更に係る、発注者としての変更日数の決定 ×
　　・ 工期変更に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　　・ 工期変更に係る、変更日数の決定 ×
　　・ 変更日数の積算システムへの入力 ○  ※注2

※注2：工事等積算システムを機能改良するまでの間は、発注者が実施する

施工管理業務内容　別表－２（建築関係 2/5）

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。



業務項目
実施の
可否

補足

3-2. 設計変更

　（１）積算根拠の作成（変更分）

　　・ 資産区分の決定 ×
　　・ 資産区分による数量の集計 ○

　　・ 見積もりに必要な資料の収集、素案作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 ×
　　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○

　（２）積算実行

　　・ 諸経費区分の決定 ×
　　・ インプット・データの入力 ○

　（３）変更に係る設計金額の算定

　　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ○  ※注2

　　・ インプットデータリストの修正指示 ×
　　・ インプットデータの修正入力 ○

　　・ 変更に係る設計金額の決定 ×
　（４）．設計書作成

　　・ 変更及び追加特記仕様書の編集 ○

　　・ 変更設計図の編集 ○

　　・ 変更及び追加する設計数量の集計 ○

　　・ 変更設計額調書及び設計変更概要書の作成 ×
　　・ 変更設計書の作成 ×
　　・ 設計変更の決定 ×
　　・ 変更契約額の積算システムへの入力 ○  ※注2

3-3．安全管理

　（１）安全指導・指示

　　・ 現場及び書類における、施工上の過誤や安全な施工方法の確認 ○ 安全パトロールへの参加を含む

　　・ 安全作業に係る監視 ○

　　・ 施工方法、作業方法、安全措置に係る違反の是正指示 ○

　（２）工事中事故報告

　　・ 事故発生に伴う外部機関（労基署、報道機関等）への対応 ×
　　・ 再発防止計画書の確認 ○

　（３）災害防止への協力

　　・ 監督員の請求による措置 ○

3-4．工程管理

　（１）履行報告に係る確認

　　・ 工程表に係る確認 ○

　　・ 技術提案に係る履行状況の確認 ○

　　・ 工事の進捗に係る確認 ○

3-5．基準管理

　（１）工事請負契約書第18条及び19条に係る協議・確認、指示、及び通知 ×

　（２）あと施工アンカー工事

　　・ あと施工アンカー性能確認試験成績書の承諾 ×
　（３）鉄筋工事

　　・ 抜き取り試験で不合格となった圧接箇所の切り取りと再圧接の協議 ×
※注2：工事等積算システムを機能改良するまでの間は、発注者が実施する

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

施工管理業務内容　別表－２（建築関係 3/5）

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。



業務項目
実施の
可否

補足

3-6．施工管理

　（１）施工状況の確認及び検査・立会い

　　・ 工事施工に係る状況確認及び検査・立会い ○ 適用すべき諸基準による

　（２）施工計画書（変更を含む）

　①施工計画書

　　・ 共通仕様書、施工管理要領、特記仕様書に基づく施工計画書の確認 ○

　　・ 施工計画書の承諾 ×
　②施工計画書への記載内容に係る確認

　　・ 共通仕様書、施工管理要領、特記仕様書に基づく施工計画書への記載内容に係る確認 ○

　（３）施工図等

　　・ 施工図の承諾 ×
　（４）現場測量

　　・ 各種測量に係る確認及び立会 ○

建築工事

　（５） 鉄骨工事

 　　・溶接により母材に割れが入った場合及び溶接割れの範囲が局部的でない場合は，その処置についての協議 ×
　　・亜鉛めっき完了後，溶接部等に割れを発見した場合の協議 ×
　（６）防水工事

　　・外部シーリングの施工後の確認の結果、不具合があった場合の協議 ×

3-7．品質管理

　（１）立会

　　・ 品質管理試験への立会 ○ 適用すべき諸基準による

　（２）工事用材料

　　・ 工事材料及び製品の確認 ○ 適用すべき諸基準による

　　・ 工事材料及び製品に係る確認結果の通知 × 適用すべき諸基準による

　　・ 工事材料及び製品の性能及び品質の確認 ○ 適用すべき諸基準による

　（３）支給材料及び貸与品

　　・ 支給材料及び貸与品に係る立会い・確認 ○

　　・ 支給材料及び貸与品の返還に係る立会い・確認 ○

　（４）品質管理巡回指導

　　・ 品質管理巡回指導への参加 ○

3-8．その他の工事管理

　（１）関係官公署等との協議・交渉

　①関係官公署及び関係会社

　　・ 関係官公署及び関係会社への手続き・立会いの実施 ○ 発注者の指示に基づき実施

　　・ 建築確認申請に係る確認・検査（工事監理）の立会い ○ 杭施工・配筋・鉄骨建て方,仕様変更部分完成時

　②建築工事共通仕様書第11節の規定に基づく地元関係者との交渉

　　・ 工事にかかる地元関係者との交渉・協議・苦情対応 ×
　　・ 工事受注者からの地元関係者との交渉に先立つ事前報告 ×
　　・ 工事受注者からの地元関係者との交渉に係る指示 ×
　　・ 工事受注者からの第三者からの環境問題に係る苦情への対応 ×

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

施工管理業務内容　別表－２（建築関係 4/5）



業務項目
実施の
可否

補足

  ③発注者が実施する地元関係者との協議等

  　・ 工事にかかる地元関係者との交渉・協議・苦情対応 ×

    ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応に必要となる資料の作成 ○

    ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応への同行・参加 ○

    ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応の記録の作成 ○

　（２）作業日

　　・ 休日作業に係る確認結果の通知 ×
　（３）工事の下請負

　①施工体制台帳

　　・ 施工体制台帳の確認（変更を含む） ○

　　・ 施工体系図及び技術者台帳の確認（変更を含む） ○

　②施工体制点検

　　・ 施工体制点検の実施 × 適正化法等による点検 ※注3

　（４）契約不適合

　　・ 欠陥に係る調査の指示 ×
　　・ 契約不適合に伴う改造・修補に係る指示 ×

４．検査

4-1．出来形部分検査

　　・ 出来形部分検査の実施 ×
　　・ 出来形部分検査への立会い ○

　　・ 出来形部分検査に係る、検査調書の作成 ×
4-2．品質管理中間検査

　　・ 品質管理中間検査に係る、工事受注者への通知 ×
　　・ 品質管理中間検査の実施 ×
　　・ 品質管理中間検査への立会い ○

　　・ 品質管理中間検査に係る、検査調書の作成 ×
4-3．部分使用検査

　　・ 部分使用検査に係る、工事受注者への通知（請求） ×
　　・ 部分使用検査の実施 ×
　　・ 部分使用検査への立会い ○

　　・ 部分使用検査に係る、検査調書の作成 ×
　　・ 部分使用に係る、工事受注者への協議 ×
4-4．しゅん功検査（一部しゅん功検査）

　　・ 工事しゅん功届の提出要件に係る確認 ○
　　・ しゅん功検査に係る、工事受注者への通知 ×
　　・ しゅん功検査の実施 ×
　　・ しゅん功検査への立会い ○
　　・ しゅん功検査に係る、検査調書の作成 ×
　　・ しゅん功検査に係る、工事受注者への結果通知 ×
4-5．機能使用検査

　　・ 機能使用検査の実施 ×
　　・ 機能使用に係る立会検査 ○
4-6．施設使用検査

　　・ 施設使用検査の実施 ×
　　・ 施設使用に係る立会検査 ○

５．成績評定

5-1．中間評定

　　・ 中間評定表の作成 ×
5-2．しゅん功評定

　　・ しゅん功評定表の作成 ×
※注3：「適正化法等による点検」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年11月27日法律第127号）及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図
るための措置に関する指針」（平成13年3月9日閣議決定)の主旨に基づく点検をいう

施工管理業務内容　別表－２（建築関係 5/5）

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。



業務項目
実施の
可否

補足

１．工事発注段階

1-1．入札公告

（１）入札関係図書の作成

　①入札関係図書の作成 ×  ※注1

（２）設計図書の作成

　①特記仕様書の作成

　　・ 施工計画の素案作成 ○

　　・ 施工計画の立案 ×
　　・ 工程表の素案作成 ○

　　・ 工程表の作成 ×
　　・ 特記仕様書の素案作成 ○

　　・ 特記仕様書の決定 ×
②設計数量の算出

　　・ 設計成果品の確認及び集計、設計数量の素案作成 ○

　　・ 設計数量の決定 ×
③設計図面の作成

　　・ 設計成果品の確認及び編集、設計図面の素案作成 ○

　　・ 設計図面の決定 ×

1-2．設計金額の算定　（積算システムによる積算実行）

（１）積算根拠の作成

　　・ 資産区分の決定 ×
　　・ 資産区分による数量の集計 ○

　　・ 見積もりに必要な資料の収集、素案作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○

（２）積算実行

　　・ 設計書番号・工事件名の入力及び設計書参照可能者の設定 ×
　　・ 工事概要の決定 ×
　　・ 諸経費区分の決定 ×
　　・ インプットデータの入力 ○

（３）設計金額の算定

　　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ×
　　・ インプットデータリストの修正指示 ×
　　・ インプットデータの修正入力 ○

　　・ 設計金額の決定 ×

1-3．設計書作成

　　・ 設計書の作成 ×
　　・ 設計書の決定 ×
　　・ 低入札価格調査基準の設定 ×

２．契約締結

2-1．低入札価格調査の実施 ×
2-2．契約金額の決定 ×

※注1：「入札関係図書」とは、入札公告、入札説明書、入札指示書及び技術関係資料作成要領をいう

施工管理業務内容　別表－３（機械電気通信関係 1/5）

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。



業務項目
実施の
可否

補足

3．工事管理

3-1．コスト管理

　（１）工事内容に係る変更

　　・ 工事内容に係る変更の判断 ×
　　・ 変更及び追加する特記仕様書の素案作成 ○

　　・ 変更及び追加する設計数量の集計 ○

　　・ 変更及び追加する設計図面の編集 ○

　　・ 変更及び追加する内容に係る概算金額の算定 ○

　　・ 工事変更指示書及び工法変更簿の作成 ○

　　・ 工事変更指示書及び工法変更簿の決定 × 変更及び追加特記仕様書、設計図面の決定を含む

　　・ 工事変更に係る、工事受注者への指示 ×
　（２）工事の一時中止に伴う変更

　①一時中止に係る指示及び解除

　　・ 一時中止に係る通知 ×
　　・ 中止期間中の現場管理体制等の協議 ×
　　・ 一時中止に伴う基本計画書の確認 ○

　　・ 一時中止の解除に係る通知 ×
　②一時中止に伴う増加費用の決定

　　・ 一時中止に伴う増加費用の算定に係る資料の作成 ○

　　・ 一時中止に伴う増加費用に係る、設計単価の決定 ×
　　・ 一時中止に伴う増加費用に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　　・ 一時中止に伴う増加費用の決定 ×
　（３）スライド条項の適用に係る変更

　①スライドの請求

　　・ 概算の残工事量の算定 ○

　　・ スライド額の試算 ○

　　・ スライドの請求 ×
　②スライド額の決定　（積算システムによる算定）

　　・ 残工事量の算定 ○

　　・ 残工事量に係る、工事受注者との確認 ×
　　・ 見積もりに必要な資料の収集、素案作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○

　　・ インプットデータの入力 ○

　　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ○  ※注2

　　・ インプットデータリストの修正指示 ×
　　・ インプットデータの修正入力 ○

　　・ スライド額に係る、設計金額の決定 ×
　　・ スライド額に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　　・ スライド額の決定 ×
　（４）工期変更

　①事前協議

　　・ 工期変更に係る、工事受注者との事前協議への出席 ○

　　・ 工期変更協議の対象に係る決定 ×
　　・ 工期変更協議の対象に係る、工事受注者への通知（工事変更指示書） ×
　②工期変更日数の決定

　　・ 工期変更日数の算定に係る資料の作成 ○

　　・ 工期変更に係る、発注者としての変更日数の決定 ×
　　・ 工期変更に係る、工事受注者との協議への出席 ○

　　・ 工期変更に係る、変更日数の決定 ×
　　・ 変更日数の積算システムへの入力 ○  ※注2

※注2：工事等積算システムを機能改良するまでの間は、発注者が実施する

施工管理業務内容　別表－３（機械電気通信関係 2/5）

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。



業務項目
実施の
可否

補足

3-2. 設計変更

　（１）積算根拠の作成（変更分）

　　・ 資産区分の決定 ×
　　・ 資産区分による数量の集計 ○

　　・ 見積もりに必要な資料の収集、素案作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 ×
　　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　　・ 積算システムへのインプットデータリストの作成 ○

　（２）積算実行

　　・ 諸経費区分の決定 ×
　　・ インプットデータの入力 ○

　（３）変更に係る設計金額の算定

　　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ○  ※注2

　　・ インプットデータリストの修正指示 ×
　　・ インプットデータの修正入力 ○

　　・ 変更に係る設計金額の決定 ×
　（４）．設計書作成

　　・ 変更及び追加特記仕様書の編集 ○

　　・ 変更設計図の編集 ○

　　・ 変更及び追加する設計数量の集計 ○

　　・ 変更設計額調書及び設計変更概要書の作成 ×
　　・ 変更設計書の作成 ×
　　・ 設計変更の決定 ×
　　・ 変更契約額の積算システムへの入力 ○  ※注2

3-3．安全管理

　（１）安全指導・指示

　　・ 現場及び書類における、施工上の過誤や安全な施工方法の確認 ○ 安全パトロールへの参加を含む

　　・ 安全作業に係る監視 ○

　　・ 施工方法、作業方法、安全措置に係る違反の是正指示 ○

　（２）工事中事故報告

　　・ 事故発生に伴う外部機関（労基署、報道機関等）への対応 ×
　　・ 再発防止計画書の確認 ○

　（３）災害防止への協力

　　・ 監督員の請求による措置 ○

3-4．工程管理

　（１）履行報告に係る確認

　　・ 工程表に係る確認 ○

　　・ 技術提案に係る履行状況の確認 ○

　　・ 工事の進捗に係る確認 ○

3-5．基準管理

　（１）工事請負契約書第18条及び19条に係る協議・確認、指示、及び通知 ×

共通工事

　（２）コンクリート工事

　①鉄筋工事

　　・ 抜き取り試験で不合格となった圧接箇所の切り取りと再圧接の協議 ×
　②コンクリート工事

　　・ ＪＩＳ表示認証工場以外の工場使用に係る判断 ×
　　・ レディーミクストコンクリートの使用に係る確認結果の通知 ×
　　・ 現場プラントコンクリートの使用に係る確認結果の通知 ×
　（３）あと施工アンカー工事

　　・ あと施工アンカー性能確認試験成績書の承諾 ×
※注2：工事等積算システムを機能改良するまでの間は、発注者が実施する

施工管理業務内容　別表－３（機械電気通信関係 3/5）

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。



業務項目
実施の
可否

補足

　（４）耐震設計、疲労設計

　　・ 強度計算書の承諾 ×

3-6．施工管理

　（１）施工状況の確認及び検査・立会い

　・ 工事施工に係る状況確認及び検査・立会い ○ 適用すべき諸基準による

　（２）施工計画書（変更を含む）

　①施工計画書

　　・ 共通仕様書、施工管理要領、特記仕様書に基づく施工計画書の確認 ○

　　・ 施工計画書の承諾 ×
　②施工計画書への記載内容に係る確認

　　・ 共通仕様書、施工管理要領、特記仕様書に基づく施工計画書への記載内容に係る確認 ○

　（３）施工図等

　　・ 施工図の承諾 ×
　（４）現場測量

　　・ 各種測量に係る確認及び立会 ○

機械設備工事

　（５）トンネル換気設備工事

　　・仮設時期、仮設方法、仮設用設備及び機械についての承諾 ×

3-7．品質管理

　（１）立会

　　・ 品質管理試験への立会 ○ 適用すべき諸基準による

　（２）工事用材料

　　・ 工事材料及び製品の確認 ○ 適用すべき諸基準による

　　・ 工事材料及び製品に係る確認結果の通知 × 適用すべき諸基準による

　　・ 工事材料及び製品の性能及び品質の確認 ○ 適用すべき諸基準による

　　・ 工事機器承諾願の承諾 × 適用すべき諸基準による

　　・ 自主検査成績書の確認 ○ 適用すべき諸基準による

　　・ 機器搬入検査願の確認 ○ 適用すべき諸基準による

　　・ 現地試験成績書の確認 ○ 適用すべき諸基準による

　（３）支給材料及び貸与品

　　・ 支給材料及び貸与品に係る立会い・確認 ○

　　・ 支給材料及び貸与品の返還に係る立会い・確認 ○

　（４）品質管理巡回指導

　　・ 品質管理巡回指導への参加 ○

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

施工管理業務内容　別表－３（機械電気通信関係 4/5）

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。



業務項目
実施の
可否

補足

3-8．その他の工事管理

（１）関係官公署等との協議・交渉

　①関係官公署及び関係会社

　　・ 関係官公署及び関係会社への手続き・立会いの実施 ○ 発注者の指示に基づき実施

　②機械設備工事・電気通信工事共通仕様書第11節の規定に基づく地元関係者との交渉等

　　・ 工事にかかる地元関係者との交渉・協議・苦情対応 ×
　　・ 工事受注者からの地元関係者との交渉に先立つ事前報告 ×
　　・ 工事受注者からの地元関係者との交渉に係る指示 ×
　　・ 工事受注者からの第三者からの環境問題に係る苦情への対応 ×
  ③発注者が実施する地元関係者との協議等

  　・ 工事にかかる地元関係者との交渉・協議・苦情対応 ×

    ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応に必要となる資料の作成 ○

    ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応への同行・参加 ○

    ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応の記録の作成 ○

　（２）作業日

　　・ 休日作業に係る確認結果の通知 ×
　（３）工事の下請負

　①施工体制台帳

　　・ 施工体制台帳の確認（変更を含む） ○
　　・ 施工体系図及び技術者台帳の確認（変更を含む） ○
　②施工体制点検

　　・ 施工体制点検の実施 × 適正化法等による点検 ※注3

　（４）契約不適合

　　・ 欠陥に係る調査の指示 ×
　　・ 契約不適合に伴う改造・修補に係る指示 ×

４．検査

4-1．出来形部分検査

　　・ 出来形部分検査の実施 ×
　　・ 出来形部分検査への立会い ○
　　・ 出来形部分検査に係る、検査調書の作成 ×
4-2．品質管理中間検査

　　・ 品質管理中間検査に係る、工事受注者への通知 ×
　　・ 品質管理中間検査の実施 ×
　　・ 品質管理中間検査への立会い ○
　　・ 品質管理中間検査に係る、検査調書の作成 ×
4-3．部分使用検査

　　・ 部分使用検査に係る、工事受注者への通知（請求） ×
　　・ 部分使用検査の実施 ×
　　・ 部分使用検査への立会い ○
　　・ 部分使用検査に係る、検査調書の作成 ×
　　・ 部分使用に係る、工事受注者への協議 ×
4-4．しゅん功検査（一部しゅん功検査）

　　・ 工事しゅん功届の提出要件に係る確認 ○
　　・ しゅん功検査に係る、工事受注者への通知 ×
　　・ しゅん功検査の実施 ×
　　・ しゅん功検査への立会い ○
　　・ しゅん功検査に係る、検査調書の作成 ×
　　・ しゅん功検査に係る、工事受注者への結果通知 ×
4-5．機能使用検査

　　・ 機能使用検査の実施 ×
　　・ 機能使用に係る立会検査 ○
4-6．施設使用検査

　　・ 施設使用検査の実施 ×
　　・ 施設使用に係る立会検査 ○

５．成績評定

5-1．中間評定

　　・ 中間評定表の作成 ×
5-2．しゅん功評定

　　・ しゅん功評定表の作成 ×

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

※注3：「適正化法等による点検」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年11月27日法律第127号）及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図
るための措置に関する指針」（平成13年3月9日閣議決定)の主旨に基づく点検をいう

施工管理業務内容　別表－３（機械電気通信関係 5/5）



１．業務発注段階

1-1．入札公告・指名通知

（１）入札関係図書の作成 ×  ※注1

（２）設計図書の作成

　・ 調査等費内訳明細（単価項目）の素案作成 ○

　・ 調査等費内訳明細（単価項目）の決定 ×

　・ 調査等費内訳明細（設計数量）の集計、素案作成 ○

　・ 調査等費内訳明細（設計数量）の決定 ×

　・ 設計図面の編集、素案作成 ○

　・ 設計図面の決定 ×

　・ 工程表の素案作成 ○

　・ 工程表の作成 ×

　・ 特記仕様書の素案作成 ○

　・ 特記仕様書の決定 ×

1-2．設計金額の算定　（積算システムによる積算実行）

（１）積算根拠の作成

　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○

（２）積算実行

　・ 設計書番号・調査等業務名の入力及び設計書参照可能者の設定 ×

　・ 業務概要の決定 ×

　・ インプットデータの入力 ○

（３）設計金額の算定

　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ×

　・ インプットデータリストの修正指示 ×

　・ インプットデータの修正入力 ○

　・ 設計金額の決定 ×

1-3．設計書作成

　・ 設計書の作成 ×

　・ 設計書の決定 ×

　・ 低入札価格調査基準の設定 ×

２．契約締結

2-1．低入札価格調査の実施 ×

2-2．調査等費内訳明細に係る協議 ×

３．業務管理

3-1．履行管理

（１）検査及び立会い

　・ 業務の履行に係る検査及び立会 ○ 適用すべき諸基準による

（２）数量の検測

　・ 数量の検測 ○

（３）作業計画書または調査計画書

①作業計画書・調査計画書

○

　・ 作業計画書の承諾（変更を含む） ×

　・ 実施調査計画に係る協議 ×

②作業計画書の記載内容に係る確認

○

（４）測量

　・ 立入りが困難な場合の仕様及び成果品等に係る協議 ×

※注1：「入札関係図書」とは、入札公告、入札説明書、入札指示書及び技術関係資料作成要領をいう

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

調査等管理業務内容　別表－４（1/3）

業務項目 補足

　・ 共通仕様書及び特記仕様書に基づく作業計画・調査計画書への記載内容に係る確認

　・ 共通仕様書及び特記仕様書に基づく作業計画書・調査計画書の確認（変更を含む）

実施の
可否

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。



（５）土質地質調査

　・ 土質・岩区分の判定 ×

　・ 掘進が困難となった場合の状況報告 ×

　・ 限界標準深度に達した場合の貫入抵抗値に係る状況報告 ×

　・ 調査予定深度に達する前の調査終了に係る報告 ×

（６）設計

①道路設計、連絡等施設設計、附帯工設計、舗装設計

　・ 設計計画に係る協議 ○

②トンネル設計

　・ 施工設備計画に係る協議 ○

3-2．変更管理

（１）業務内容に係る変更

　・ 業務内容に係る変更の判断 ×

　・ 変更及び追加特記仕様書の素案作成 ○

　・ 変更及び追加特記仕様書の決定 ×

　・ 調査等指示書の作成 ○

　・ 調査等指示書の決定 ×

　・ 業務内容の変更に係る、受注者への指示 ×

（２）変更に係る設計金額の算定　（積算システムによる積算実行）

①積算根拠の作成

　・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × 支社での単価調査の実施も含む

　・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○

　・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○

②積算実行

　・ インプットデータの入力 ○

③変更に係る設計金額の算定

　・ 積算システムからのアウトプットデータの確認 ○

　・ インプットデータリストの修正指示 ×

　・ インプットデータの修正入力 ○

　・ 変更に係る設計金額の算定 ×

（３）調査等の一時中止に伴う指示及び解除

①一時中止に係る指示及び解除

　・ 一時中止に係る通知 ×

　・ 調査等現場の保全に係る指示 ×

　・ 一時中止の解除に係る通知 ×

（４）履行期間の変更

①事前協議

　・ 履行期間の変更に係る、受注者との事前協議への出席 ○

　・ 履行期間の変更に係る、受注者との事前協議 ○

　・ 履行期間変更協議の対象に係る決定 ×

　・ 履行期間変更協議の対象に係る、受注者への通知（調査等指示書） ×

②履行期間の変更日数の算定

　・ 履行期間の変更日数の算定に係る資料の作成 ○

　・ 履行期間の変更に係る、発注者としての変更日数の算定 ×

（５）設計変更

　・ 変更及び追加特記仕様書の編集 ○

　・ 変更設計図の編集 ○

　・ 変更及び追加する設計数量の集計 ○

　・ 変更設計額調書及び設計変更概要書の作成 ○

　・ 変更設計書の作成 ○

　・ 設計変更の決定 ×

　・ 調査等費内訳明細の積算システムへの入力 ○  ※注2

3-3．その他の業務管理

（１）関係官公署等との協議・交渉

①関係官公署及び関係会社

　・ 関係官公署及び関係会社への手続きの実施 ○

※注2：工事等積算システムを機能改良するまでの間は、発注者が実施する

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

業務項目 補足

調査等管理業務内容　別表－４（2/3）

実施の
可否



②調査等共通仕様書1-17に基づく地元関係者との協議等

　・ 調査等業務にかかる地元関係者との交渉・協議・苦情対応 ×

　・ 地元関係者との交渉に係る指示 ×

　・ 身分証明書の交付・返還 ×

　・ 補償費等の支払い ×

　・ 第三者からの環境問題に係る苦情への対応 ×

③発注者が実施する地元関係者との協議等

　・ 調査等業務にかかる地元関係者との交渉・協議・苦情対応 ×

  ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応に必要となる資料の作成 ○

  ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応への同行・参加 ○

  ・ 発注者が実施する地元関係者との交渉・協議・苦情対応の記録の作成 ○

（２）調査等の再委任

　・ 再委任の承諾 ×

（３）契約不適合

　・ 欠陥に係る調査の指示 ×

　・ 契約不適合に伴う修補に係る指示 ×

（４）維持修繕

　・ 業務用プレート等の交付 ×

　・ 路面測定に伴う事前協議 ○

４．検査

4-1．部分使用検査

　・ 部分使用検査に係る、受注者への通知（請求） ×

　・ 部分使用検査の実施 ×

　・ 部分使用検査への立会 ○

　・ 部分使用検査に係る、検査調書の作成 ×

　・ 部分使用に係る、受注者への協議 ×

4-2．完了検査（一部完了検査）

　・ 完了届の提出要件に係る確認 ○

　・ 完了検査に係る、受注者への通知 ×

　・ 完了検査の実施 ×

　・ 完了検査への立会 ○

　・ 完了検査に係る、検査調書の作成 ×

　・ 完了検査に係る、受注者への結果通知 ×

５．成績評定

5-1．完了評定

　・ 完了評定表の作成 ×

・実施できる業務項目には、当該業務項目に係る「修正業務」も含んでいる。

・また、本表に規定していない業務項目については実施してはならない。
 実施する必要があると監督員が認めた場合は、施工管理業務基本契約書第15条の規定に基づき契約を変更する。

・本表は、施工管理業務内容を示した一覧表であり、実施できる業務項目は「○」で、実施してはならない業務項目（禁止項目）は「×」で規定している。

実施の
可否

業務項目 補足

調査等管理業務内容　別表－４（3/3）



 

 
提出書類の様式 

 
 

様式第１－１号    管理技術者届                  様式-1- 

様式第１－２号    管理員届                    様式-2- 

様式第１－３号        施工（調査等）管理業務実績証明書                様式-3- 

様式第１－４号    業務内訳明細書及び月別資金計画書提出届        様式-4- 

様式第１－５号    再委任承諾願                  様式-9- 

様式第１－６－１号    業務内容確認書                              様式-10- 

様式第１－６－２号    業務変更通知書                       様式-11- 

様式第１－７－１号  業務状況報告書                 様式-12- 

様式第１－７－２号  業務内容依頼書                 様式-13- 

様式第１－８号        受領書                                          様式-14- 

様式第１－９号        返還書                                          様式-15- 

様式第１－１０号   完了届                     様式-16- 

様式第１－１１号   実施業務部分検査願               様式-17- 

様式第１－１２号    精算調書                    様式-18- 

様式第１－１３号    業務中事故報告書                様式-20- 

様式第１－１４号    情報資産預かり証兼返還・消去確認書        様式-21- 

様式第１－１５号    パソコンの持ち込み許可申請書          様式-22- 

様式第１－１６号    持ち込みパソコンの利用停止届          様式-23- 

様式第１－１７号    システム関係機器の持ち込み許可申請書      様式-24- 

様式第１－１８号    持ち込みシステム関係機器の利用停止届      様式-25- 

様式第１－１９号    情報取扱者名簿及び情報管理体制図        様式-26- 

様式第１－２０号    ウィークリースタンス確認表           様式-27- 

 

 

 

                ※ 提出書類の様式は、すべて用紙Ａ４又はＡ３とする。 

 
 



様式－1－ 

様式第 1-1 号                                        

                                          号 

                                    年  月  日 

 

中日本高速道路株式会社     支社 

支社長           殿 

 

 

                            住 所 

                            会社名 

                            代表者          印 

                                             

管 理 技 術 者 届 

                                             

（業務名）                                       

                                             

 標記について、下記の者を管理技術者としますので、お届けします。                               

                                             

                     記                       

                                             

                                            

   氏  名   ○○ ○○      所  属   ○○支店  ○○管理部                                   

                                             

（注１）共通仕様書 1-7-1(2)により、直接的な雇用関係が確認できる書類を添付すること。 

（注２）共通仕様書 1-7-1(2)により、管理技術者を変更する場合には、共通仕様書 1-7-1(4)に規定

する要件が確認できる資格者証等の写し及び、共通仕様書 1-7-1(3)に規定する実務経験を

証明する書類を添付すること。 

（注３）配置する管理技術者の所属（受注者の本社・支店及び営業所等、管理員の所属先）を証する

書類を添付すること。 

 

 



様式－2－ 

 

様式第 1-2 号 

 

    年  月  日 

 

 

中日本高速道路株式会社     支社 

支社長           殿 

 

 

 住 所 

 会社名 

 代表者          印 

 

 

管  理  員  届 

 

     （業務名）                            

 

      標記について、下記の者を管理員としますので、お届けします。 

 

記 

 

（業務履行場所）                                         

 

氏 名  ○○  ○〇       所  属   ○○支店 ○○管理部 

                        

 

 

以 上 

 

（注１） 共通仕様書 1-7-1（4）に規定する要件が確認できる資格証等の写しを添付すること。 

（注２） 配置する管理員の所属（受注者の本社・支店及び営業所等、管理員の所属先）を証す

る書類を添付すること。 



様式－3－ 

 

様式第 1-3 号 

 

中日本高速道路(株) 
○○支社長 ○○○○ 殿 

住  所 
会社名 
代表者                       印 

 
施工(調査等)管理業務実績証明書発行申請書 

 
下記のとおり業務実績について証明していただきたく申請します。 

 
記 

 
 

氏    名    ○○ ○○ 
生年月日    ○○年○○月○○日 
従事役職    管理(技術者)員 （資格区分:管理員○） 
業 務 名    1）○年度 ○○自動車道 ○○施工管理業務 

2）○年度 ○○自動車道 ○○施工管理業務 
期 間    自）○○年○○月○○日 

至）○○年○○月○○日  （○○ヶ月） 
 
 

以  上 
 
(注 1) 当該申請書は監督員へ提出するものとする。 

(注 2) 従事役職は管理員若しくは管理技術者とし、カッコ書きで従事期間中の資格区分(技術員、施工管理○級、管理

員○)を記載する。 

(注 3) 共通仕様書「表-1 管理員資格の資格区分及び技術職種」に示すいずれかの公的資格証明書を添付すること 

(注 4) 現に契約中の基本契約の従事期間に限り申請できるものとする。



様式－4－ 

様式第 1-3 号（証明書参考） 

番        号 
住  所 
会社名 
代表者                 殿 
 
 

施工(調査等)管理業務実績証明書 
 
 

氏 名 
生年月日     年    月    日生 

 
 
 

上記の者は、下記のとおり施工(調査等)管理業務に従事したことを証明する。 
 
 
 

記 
 

業 務 名    1）○年度 ○○自動車道 ○○施工管理業務 
2）○年度 ○○自動車道 ○○施工管理業務 

役     職    ○○○ 
資 格 区 分    管理員○ 
保有公的資格    ○○○ （番号:○○○○○） 
期  間    自）○○年○○月○○日 

至）○○年○○月○○日  （○○ヶ月） 
 
 
○○年○○月○○日 

中日本高速道路株式会社 
 ○○支社長 ○○ ○○ 印 

 
(注 1) 当該証明書の使用範囲は NEXCO3 社における業務実績を証する場合のみである 

(注 2) 業務実績について監督員が認めた場合のみ契約責任者は証明書を発行できるものとする 

(注 3) 保有資格は、共通仕様書「表-1 管理員資格の資格区分及び技術職種」に示す公的資格の名称と番号を記載する

ものとする。



様式－5－ 

 

様式第 1-4 号 

 

 

 

中日本高速道路株式会社     支社 

 

支社長           殿 

 

 

 住 所 

 会社名 

 代表者          印 

 

 

業務内訳明細書及び月別資金計画書提出届  

 

    （業務名）                              

 

    標記について、別添業務内訳明細書及び月別資金計画書を提出します。  

     

以 上 

 



様式－6－ 

別添－１ 

 

 

 

 

業務内訳明細書及び月別資金計画書 

 

 

     （業務名）                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 年  月  日 

 

                            住 所 

 

                            会社名 

 

                            代表者          印 

 

 



様式－7－ 

別添－２ 

 

 

 

業務内訳明細書 

 

     （業務名）                             

 

工種 細目 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 

     
円 

 

円 

 
 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



様式－8－ 

別添－３ 

月別資金計画書 

 

（業務名）                             

 

 

（単位：円） 

工種 細目 名称 契約金額 

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 
 

金額 金額 金額 金額 金額 金額 

    

 

 

 
     

     

 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

     

部分払い請求予定月に「○」を記載 
 

 

 

○  ○  ○ 

 



様式－9－ 

 

様式第 1-5 号 

 

号 

  年  月  日 

 

 

中日本高速道路株式会社     支社 

支社長           殿 

 

 

                            住 所 

                            会社名 

                            代表者          印 

 

 

再 委 任 等 承 諾 願  

 

    （業務名）                              

 

    標記について、下記のとおり再委任等に付したいので、承諾願います。  

   

記 

 

   １．再委任等に付する内容 

   ２．期        間 

   ３．金        額 

   ４．再委任等者に関する事項 

    （１）住      所 

    （２）会   社   名 

    （３）代 表 者 名 

    （４）中日本高速道路株式会社の調査等 

       競争参加資格の有無            有（コード番号     ）・無 

   ５．添 付 書 類 

       

（注１）再委任等者が無資格者の場合は、調査等経歴書及び財務諸表を添付すること。 

  （注２）再委任等に付する内容は、業務内容、配置予定管理員の資格区分及び人数等を記すこと。 



様式－10－ 

 

様式第 1-6-1 号 

 

業 務 内 容 確 認 書 

 

    年  月  日 

 

（業務名）                       

 

    年  月  日 

業務内容確認書を受領しました。 

中日本高速道路㈱ 

監督員 

 

印 

中日本高速道路㈱ 

主任補助監督員 

 

印 

 

（内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    年  月  日 

業務内容確認書を受領しました。 

㈱○○○ 

管理技術者 

 

印 

（注１）２部作成し、発注者及び受注者が各１部を保管する。 

（注２）内容欄には、下記事項毎に整理して記載すること 

発注者側：請求、通知、協議、回答、承諾 

受注者側：請求、報告、申出、質問、協議、提出 

（注３）業務内容確認書作成者側の受領表示は取消し線で削除すること。 



様式－11－ 

 

様式第 1-6-2 号 

 

業 務 変 更 通 知 書 

 

    年  月  日 

 

（業務名）                       

 

中日本高速道路㈱ 

監   督   員 

 

印 

中日本高速道路㈱ 

主任補助監督員 

 

印 

 

（内容） 

     なお、本件について別途変更契約を締結する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     年   月   日 

上記の業務変更通知書を受領しました。 

㈱○○○ 

管 理 技 術 者 
印 

（注１）２部作成し、発注者及び受注者が各１部を保管する。  

（注２）変更契約の記載について、該当しない場合は取消し線により削除すること。 

 

 



様式－12－ 

 

様式第 1-7-1 号 

業務状況報告書（○月報告） 
号 

  年  月  日 

 

中日本高速道路株式会社 

監 督 員 

                  殿 

報  告  者 

(株)○○○○               

管理技術者  ○○ ○○   印 

 

○○自動車道 ○○施工管理業務委託について○年○月分の業務状況を下記のとおり報告し

ます。 

 
記 

 

工事等名 業務状況 備考 

○○トンネル工事 ○○トンネルは、フォアポーリングが有効に作用しておりＳＴＡ○○まで掘

削が完了した。また、２次覆工はＳＴＡ△△まで完了している状況である。

この間のロックボルト引き抜き試験やコンクリート圧縮強度試験などの日

常管理試験はすべて許容値内であり、目視でも異常は見受けられない。 

・土木工事施工管理要領に基づき、○○や△△に関する立会検査を行い、基

準どおり施工していることを確認した。 

・工法変更№○○作成へ向けた比較検討資料、図面作成や数量取りまとめ、

工法変簿№○○の基礎資料を作成 

・新単価○個の根拠作成 

※工事の進捗状況と実施した業務内容を詳細に記載 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
上記業務状況報告内容について、契約内容と相違ないことを確認しました。 

あわせて、当該期間に契約外の業務を実施していないことを確認しました。 

監督員  ○○ ○○     印  



様式－13－ 

 

様式第 1-7-2 号 

業務内容依頼書（○月度） 
 

  年  月  日 

 

○○○○株式会社 

管理技術者 

                  殿 

中日本高速道路株式会社 

監 督 員  ○○ ○○   印 

 

○○自動車道 ○○施工管理業務について、施工（調査等）管理業務共通仕様書１－１５(2)

により、当月分の業務内容について下記のとおり依頼します。 

 
記 

①業務内容 

工事等名）○○自動車道 ○○工事 ※工事等ごとに記載すること 

業務項目 期日 内容 備考 

○-○.○○○ ○月○日 工事変更指示書 No.○ 

 ・変更特記仕様書の素案作成 

 ・変更設計数量の集計 

 

○-○.○○○ 
○月○日 

○工区 

 ・ランプ橋（上部工）の施工計画・工程の確認 
 

※上記は、契約図書に記載されている業務のうち、当月に主として実施する内容である。業務の実施

にあたり、記載する期日や内容等に見直しの必要性が生じた場合は、受注者と監督員との間で変更

内容の確認をするものとする。 
 

②出張、休日出勤、夜間立会等 

種別 日程 時間 工事等名 内容 場所 人数 備考 

出張 ○月○日 
00:00～

00:00 
○○工事 

○○工場検査 ○○県○○市… ○名 公共交通機
関利用 

休日出勤 ○月○日 
00:00～

00:00 
○○工事 

地元説明会参加 ○○地区公民館 ○名  

夜間立会 ○月○日 
00:00～

00:00 
○○工事 

○○IC○ランプ接道
部固定規制設置 

○○道 上り線 ○KP〜
○KP 走行車線規制 

○名  

※上記について、変更が生じる場合は、受注者と監督員との間で確認するものとする。実施結果は月

ごとに集約し報告するものとするが、緊急事象の場合は、その都度報告するものとする。 
 

以 上 



様式－14－ 

 

様式第 1-8 号 

  年  月  日   
中日本高速道路株式会社 

監 督 員 

                  殿 
(株)○○○○               

管理技術者  ○○ ○○   印 

 

 受 領 書   
 
 

 業務名）                                                
 

下表のとおり受領しました。 
 

受領所在地 貸与品等の名称 数  量 備考 

○市○○ 

○○事務所 
机 ○人分  

○市○○ 

○○事務所 
椅子 ○人分  

○市○○ 

○○事務所 
ロッカー ○人分  

○市○○ 

○○事務所 
パーソナルコンピュータ ○台 

※HW 管理番号を必要

台数分記載する 

 
（注）貸与されたパーソナルコンピュータに記載のハードウエア管理番号（HW 管理番号）を貸与さ

れた機器台数分すべて、備考欄に記載すること 
（注）上記の HW 管理番号について、各々使用する管理員の氏名を併記すること。 
 
 



様式－15－ 

 
様式第 1-9 号 

  年  月  日   

 
中日本高速道路株式会社 

監 督 員 

                  殿 
(株)○○○○               

管理技術者  ○○ ○○   印 

 

 返 還 書   
 
 

 業務名）                                                
 

下表のとおり返還します。 
 

受領所在地 貸与品等の名称 数  量 備考 

○市○○ 

○○事務所 
机 ○人分  

○市○○ 

○○事務所 
椅子 ○人分  

○市○○ 

○○事務所 
ロッカー ○人分  

○市○○ 

○○事務所 
パーソナルコンピュータ ○台 

※HW 管理番号を必要

台数分記載する 

 
上記については受領いたしました。 

      年    月    日 

中日本高速道路㈱ 

監 督 員  ○○  ○○    印 

 
（注） 2 部提出させ、1 部受注者に返還する。 



様式－16－ 

 
様式第 1-10 号 

 

 

号 

  年  月  日 

 

 

  中日本高速道路株式会社     支社 

  支社長            殿 

 

 

 住 所 

 会社名 

 代表者          印 

 

 

完  了  届 

 

    （業務名）                            

 

 

         標記業務を完了したので、お届けします。 

 

 

以 上 

 



様式－17－ 

 

様式第 1-11 号 

 

 

号 

  年  月  日 

 

 

  中日本高速道路株式会社     支社 

  支社長            殿 

 

 

                                               住 所 

                            会社名 

                             代表者          印 

 

 

 

実施業務部分（第 回）検査願 
 

 

 

   （業務名）                            

 

 

      標記について実施業務部分（第  回）検査をお願いします。 

 

 

        添付書類 

・業務状況報告書（○月報告）（写し） 

・月別資金計画書（写し） 



様式－18－ 

 

様式第 1-12 号 

 

 

号 

  年  月  日 

 

 

中日本高速道路株式会社     支社 

支社長           殿 

 

 

 住 所 

 会社名 

 代表者          印 

 

 

精算調書の提出について  

 

    （業務名）                              

 

     標記について、別添精算調書を提出します。 

 

 

以 上 

 

 



様式－19－ 

別添―１ 

 

 

精 算 調 書 

 

     （業務名）                             

   

                                       （単位：円） 

 

工 種 

 

細 目 

 

名 称 

 

単位 

 

単価 数量 金 額 

 

備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

注）調書は内訳明細書を基に作成し、精算対象となった経費については、金額の欄に精算額を、備考

の欄に予定額を記載するものとする。 

 

 

 



様式－20－ 

 

様式第 1-13 号 

 

 

  年  月  日 

 

中日本高速道路㈱ 

監督員 

              殿 

 

 

 ㈱○○○ 

 管理技術者         印 

 

 

業 務 中 事 故 報 告 書 

 

    （業務名）                           

 

      標記業務について、下記のとおり事故が発生しましたので報告します。 

 

記 

 

   １．発生年月日 

   ２．発 生 場 所 

   ３．死 傷 者 等 

 
分 類 

(一般公衆

等) 

 

氏 名 

 

性別 

 

年令 

 

住 所 

 

所 属 

業者名 

 

職種 

 

経歴 

 

死亡 

 

重傷 

 

軽傷 

物 件 

その他 

の損害 

 

 

 

           

 

   ４．事故に対する措置 

   ５．事故の状況及び原因  

   ６．添付書類（位置図、状況図、写真等）  

 



様式－21－ 

 

様式第 1-14 号 

  年  月  日 

中日本高速道路㈱ 

監督員         殿 

㈱○○○ 

管理技術者         印 

 

情報資産預かり証 兼 返却・消去確認書 

 

（業務名）                                                

 

中日本高速道路株式会社（以下「発注者」という。）が保有する情報を下記のとおり借用いたした

く申請します。借用した情報については、善良な管理者の注意義務をもって、下記に記載する目的の

ためにのみ使用します。 

また、当該情報の使用後の取扱いについては、本書面をもって報告します。 

 

記 
 

借用の目的     
情報資産名     

個人情報の有無 □ あり □ なし   

授受方法 
□ 手渡し □ 郵送 □ メール  
□ その他（   ）  

媒体 
□ 紙 □ 電子データ（可搬媒体含む）  
□ その他（   ）  

返却又は消去の方法 
（予定） 

□ 手渡し □ 郵送 □ その他（      ） 
□ データ消去 □ 破砕処理   
□ その他（  ）  

借用期間      年   月   日     ～           年    月    日 
返却（償却）予定日        年    月    日  

受領・返却 

受領日:     年   月   日 返却(消去)日:     年   月   日 

発注者:監督員 受注者:管理技術者 発注者:監督員 受注者:管理技術者 

印 印 印 印 

その他特記事項     
備考     

 



様式－22－ 

 

 

様式第 1-15 号 

  年  月  日 

 

監督員 

         殿 

 

㈱○○○ 

   管理技術者       印 

 

パソコンの持ち込み許可申請書 

 

 

業務名）        業務 

 

標記について、パソコンの持ち込み許可について申請します。 

 

１．利用者及び持ち込みパソコンの種類・製造番号 

利用者名 機種名 製造番号 
該当する外部接続

媒体にﾁｪｯｸ 
備考 

  
 
 

外付け HDD 

CD･DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ 
 

３．持ち込み期間 

 

 

４．持ち込み理由 

 

 

なお、持ち込みにあたっては、下記事項を遵守することを誓約いたします。 

・持ち込んだパソコンを貴社のネットワークに接続しないこと 

・持ち込んだパソコンでは、貴社の業務に関わることは一切行わず、また、貴社のデータを一切保存

しないこと。 

・パソコンを撤去するときは、パソコンに貴社のデータが保存されていないことを貴社の確認を受け

ること。 

 

                           年  月  日 

上記パソコンの持ち込みを許可します。 

監督員 

              印 



様式－23－ 

 

様式第 1-16 号 

  年  月  日 

 

監督員 

         殿 

 

㈱○○○ 

   管理技術者       印 

 

持ち込みパソコンの利用停止届 

 

業務名）        業務 

 

 

    年  月  日付で許可を受けた持ち込みパソコンについて、業務終了等により使用しな

くなりしましたので利用停止を届け出ます。なお、パソコン等には貴社の業務データを一切保持して

おりませんので、併せてご確認願います。 

また、○○業務の遂行により知り得た貴社の情報については、契約業務等の終了後も、引き続き守

秘義務を遵守することを誓約します。 

 

１．利用者及び持ち込みパソコンの種類・製造番号 

利用者名 機種名 製造番号 
該当する外部接続

媒体にﾁｪｯｸ 
備考 

  
 
 

外付け HDD 

CD･DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ 
 

   
外付け HDD 

CD･DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ 
 

 

 

 

 

 

 

    年  月  日 

上記ＰＣに当社の業務データが存在しないことを確認しました。 

監督員 

               印 



様式－24－ 

 

様式第 1-17 号 

  年  月  日 

 

監督員 

          殿 

 

㈱○○○ 

   管理技術者       印 

 

システム関係機器の持ち込み許可申請書 

 

業務名）        業務 

 

標記について、システム関係機器の持ち込み許可について申請します。 

 

１．利用者及び持ち込み機器の種類・製造番号 

利用者名 種別 機種名 製造番号 備考 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

３．持ち込み期間 

 

 

４．持ち込み理由 

 

 

なお、持ち込みにあたっては、下記事項を遵守することを誓約いたします。 

・貴社のデータを外部に持ち出さないこと。 

・必要業務以外の使用はしないこと。 

 

 

                    年  月  日 

上記システム関係機器の持ち込みを許可します。 

監督員 

          印 

 



様式－25－ 

 

様式第 1-18 号 

  年  月  日 

 

監督員 

          殿 

 

㈱○○○ 

   管理技術者       印 

 

持ち込みシステム関係機器の利用停止届 

 

業務名）        業務 

 

    年  月  日付で許可を受けたシステム関係機器について、業務が終了しましたので利

用停止を届け出ます。なお、貴社の業務データを一切持ち出しておりませんので、併せてご確認願い

ます。 

また、○○業務の遂行により知り得た貴社の情報については、契約業務等の終了後も、引き続き守

秘義務を遵守することを誓約します。 

 

１．利用者及び持ち込み機器の種類・製造番号 

利用者名 種別 機種名 製造番号 備考 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

    年  月  日 

上記システム関係機器に当社の業務データが存在しないことを確認しました。 

監督員 

          印 

 



様式－26－ 

 

様式第 1-19 号 

  年  月  日 

 

監督員 

          殿 

 

㈱○○○ 

   管理技術者       印 

 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 

業務名）        業務 

 

① 情報取扱者名簿 

  氏名 所属部署 役職 

情報管理責任者※１ Ａ    

情報取扱管理者※２ Ｂ    

 Ｃ    

業務従事者※３ Ｄ    

 Ｅ    

再委託先 Ｆ    

 Ｇ    

     

     

     

     

     

     

(注１)情報取扱者は、本業務の履行のために最低限必要な範囲の者を記載すること。 

(注２)上記情報取扱者のうち、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等

を別途報告すること。 

(※１)本業務における情報の取扱いについて、すべての責任を有する者 

(※２)本業務の進捗状況等の管理を行う者であり、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能

性のある者 

(※３)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者 

 

 

 



様式－27－ 

② 情報管理体制図 

［記載例］ 

［情報取扱者］ 

 

(注)本業務の履行にあたり、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること。 

 

 

 

［留意事項］ 

・情報管理に関する社内規則等を添付すること。 

・別途提出している資料により必要な情報を確認できる場合には、当該資料により代用することがで

きる。 

・必要に応じて、本資料の内容を補完する目的で追加資料の提出を求める場合がある。 

 



様式－28－ 

 

様式第 1-20 号 

ウィークリースタンス確認表

（1） 打合せ参加者等

（2） 勤務時間等

※１：定時退社日は、月ごとに定められた日（10日、20日、第一・第三水曜日など）もしくは毎週の曜日（毎週水曜日）などを記入する

（3） ウィークリースタンス取組み実施内容

特記事項

①

②

③

④

⑤

⑥

※2：①～⑤以外で取り組む内容がある場合に、⑥その他の項目を記入する

（4） 緊急時等の対処方法

※：業務内容や特性を踏まえ、緊急的な対応や、第三者等の要求に伴う対応及び休日または夜間作業等により、設定した

取組みが実施出来ない場合の対処方法（依頼や期限に関する特性等）について双方で確認し設定

発 注 者 受 注 者

業 務 名

履行期間

打合せ日時

出 席 者 発注者側 受注者側

始業時間

昼 休 み

休前日（金曜日など）は、新たな仕事を依頼しない

終業時間

定時退社日
※１

実施項目

毎日、昼休み・17時以降は、会議しない・電話しない・メールしない

仕事の依頼は、依頼内容に見合った作業期間を必ず確保する

休日明け日（月曜日など）は、依頼した仕事の期限日としない

定時退社日は、勤務時間外に仕事を依頼しない

その他の項目 ※2

緊急時等の対処方法

 


